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内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育
持持ち物　備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　予予約

◇１号　②私立認定こども園（幼稚園部分）の場合
９月1日（火） 令和3年度入園に係る書類一式配布（※1）

1０月1日（木）～ 受付期間（各私立認定こども園で受け付け）（※2）
（※1）　�こども施設課、私立認定こども園、児童センター、わかくさ・わかすぎ園、各コミュニティセンター、大日サービスコーナーで配布、または市ホームペー

ジでダウンロード可。なお、各施設において提出が必要な書類などがある可能性があります。詳しくは各施設に直接問い合わせください。
（※2）　こども施設課では受け付けを行っていません。
注入園決定などの連絡は各私立認定こども園からあります。

◇⑤私立幼稚園の場合
　施設に直接問い合わせください。

令和３年（2021年）４月1日入園（所）対象者の年齢
入園（所）の年齢は、その年の４月1日現在の満年齢によります。
（誕生日を迎えて年齢が上がっても、当該年度の「歳児」は変わりません。）

年齢 生年月日 対象施設
保育所部分 幼稚園部分

５歳児 平成27年（2０15年）４月2日～平成28年（2０16年）４月1日生
①２号
②２号
③２号

①１号
②１号
⑤

４歳児 平成28年（2０16年）４月2日～平成29年（2０17年）４月1日生

3歳児 平成29年（2０17年）４月2日～平成3０年（2０18年）４月1日生

２歳児 平成3０年（2０18年）４月2日～平成31年（2０19年）４月1日生 ①3号
②3号
③3号
④3号

―１歳児 平成31年（2０19年）４月2日～令和��2年（2０2０年）４月1日生

０歳児 令和��2年（2０2０年）４月2日生～

◇１号　①市立認定こども園（幼稚園部分）の場合
９月1日（火） 令和3年度入園に係る書類一式配布（※）

1０月1日（木）～7日（水） 受付期間（こども施設課・各市立認定こども園で受け付け）

1０月中旬 「入園許可証」を通知
（※）　�こども施設課、市立認定こども園、児童センター、わかくさ・わかすぎ園、各コミュニティセンター、大日サービスコーナーで配布、または市ホームページ

でダウンロード可。
注定員を超える場合は、抽選を行います。

守口市事業活動継続支援金　 受け付けは9月３0日まで
問守口市事業活動継続支援金コールセンター���平日9:００～17:3０ ℡０6－699４－73０1

受付期間　9月3０日（水）まで
対象　
　以下の全てを満たしていること。
１．�令和2年3月31日において市内に事業所を有してい
ること。

２．�確定申告書を申請日までに提出していること（確定申
告期限が来ていない場合、確定申告の義務がない場
合を除く）。

3．�令和2年４月または４月・5月の平均の売上額が、前年
同期間比で3０％以上5０％未満減少していること。

４．�府の休業要請支援金・休業要請外支援金のいずれも受
給していないこと。

支給額　
　法人事業主���3０万円
　個人事業主���15万円
　注�支援金の給付は、１給付対象者につき１度となりま
す。

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出・営業自粛により、売上減少などで経営に深刻な影響が生じている市内の
中小企業に対し、家賃などの固定費やその他の必要な経費の支出を支援し、事業継続を下支えすることを目的に守口
市事業活動継続支援金を支給します。

受付場所　
　市役所１階���市民会議室1０3
　※原則として窓口で受け付け
申請の流れ　
１．�申請書などを市ホームページからダウンロード
または申請窓口や各コミュニティセンターで入手

２．申請要領を確認し、必要書類を準備
3．窓口で申請書類を提出
専門家による事前確認　
　個人事業主は、専門家（注１）による申請書などの事前
確認を無料で受けられます。（注２）

　詳しくは、市ホームページを確認してください。

（注１）�専門家：行政書士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・司法書士・弁護士
（注２）�申請書などの代理作成を専門家に依頼した場合、代理作成にかかる費用

は申請者の負担となります。

◇２号・３号の場合（保護者の就労等により、家庭で保育できない場合）
【対象施設】�①市立認定こども園（保育所部分）、②私立認定こども園（保育所部分）、③私立保育所、
　　　　　④小規模保育事業及び事業所内保育事業

9月1日（火） 令和3年度入園（所）に係る書類一式配布（※1）

1０月19日（月）～3０日（金） １次選考受付期間（こども施設課で受け付け）（※2）

12月下旬 「事業所入園（所）内定通知書」を通知（１次選考）（※3）

令和3年2月8日（月）～12日（金） ２次選考受付期間（こども施設課で受け付け）（※2・４）

令和3年3月下旬 「事業所入園（所）内定通知書」を通知（２次選考）（※3）
（※1）　�こども施設課、認定こども園、児童センター、わかくさ・わかすぎ園、各コミュニティセンター、大日サービスコーナーで配布、または市ホームページで

ダウンロード可。
（※2）　窓口での申請のほか、郵送での申請も受け付けています。なお、窓口での申請に子どもの同伴は不要です。
（※3）　�「事業所入園（所）内定通知書」をもって、入園（所）内定となります。内定後、各施設での面談を受けていただき、施設との契約をもって入園（所）決定となり

ます。
（※４）　２次選考は、施設に空きがない場合は実施しません。
注上記日程などについては、変更する可能性があります。変更した場合は市ホームページでお知らせします。

大阪８８0万人訓練を実施します
問大阪88０万人訓練事務局 ℡０6－69４1－０351
　災害時の人的被害を軽減するため、府民の自助意識を高めるこ
とを目的にした情報伝達訓練「大阪88０万人訓練」が9月４日（金）
9：3０に、府内一斉に行われます。市民の皆さんの携帯電話に、
訓練として「大地震発生！」の緊急速報メールが一斉配信されます
（9：33に府から、9：４０に市からメール配信）。
　実施にあたり、訓練当日9：００ごろ、市内63カ所に設置してい
る同報系防災行政無線を一斉に放送し、市民の皆さんに対して訓
練内容の周知や啓発を行います。趣旨をご理解いただき、ご協力
ください。
　この機会を利用し、災害が発生したときにどのように身を守る
行動を取るかを想像し、万が一に備えましょう。
注�府からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染者が増加し、
警戒などが必要になった場合は、訓練を中止することがありま
す。

問危機管理室 ℡０6－6992－1４97


